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別紙１－１ 

防災訓練の結果の概要（総合訓練） 

１．訓練の目的・目標 

本訓練は、「再処理事業所 再処理事業部 原子力事業者防災業務計画 第２章第５節２」に基づき、実施

するものである。 

なお、今年度の訓練については、令和５年度第２９回原子力規制委員会において決定した「令和５年度

事業者防災訓練の実施方針」に従い、同一地域複数事業所同時発災を想定した訓練を実施した。 

再処理事業部対策本部（以下、「事業部対策本部」という。）および全社対策本部の訓練目的を以下に示

す。 

【事業部対策本部】 

本訓練は、「再処理事業部 非常時等の措置に係る中長期訓練計画」に基づき、当社４施設（再処理施

設・廃棄物管理施設・加工施設・廃棄物埋設施設）および公益財団法人核物質管理センター（以下、「Ｎ

ＭＣＣ」という。）との同時発災を想定したシナリオのもとで、情報発信能力およびＮＭＣＣと連携した

緊急時対応能力の維持・向上を図ることを目的として実施する。 

具体的な達成目標、検証項目は以下のとおり。 

（１）「全社対策本部およびＮＭＣＣとの情報共有ができること」 

達成目標：全社対策本部に対して情報共有ツールを用いて、適時情報共有ができること。また、Ｎ

ＭＣＣに対し相互の情報共有を含めた連携が適切にできること。 

検証項目：①あらかじめ作成された情報フローで運用されていること。また、ＮＭＣＣとの間であ

らかじめ定められた情報フローのとおりに対応ができていること。 

②全社対策本部に対して事故・プラントの状況、進展予測と事故収束対応戦略および戦

略の進捗状況を随時提供できること。また、事業部対策本部内で適切に情報共有でき

ること。

③ＣＯＰ資料およびＥＲＣ備付資料が全社対策本部からＥＲＣプラント班に説明できる

内容であること。また、２０２２年度総合訓練において抽出した課題に対する改善策

が有効に機能していること。

・ＣＯＰ③（戦略シート）は、事象対処に対する第２、第３の矢とする明確な戦略が

記載、共有できること。

・社内情報シートは、重大事故対処機器のインベントリ情報を共有できる構成である

こと。

・ＣＯＰ資料は、水源状況および主排気筒可搬型モニタの測定値が共有できる構成で

あること。

・ＥＲＣ備付資料は、水素濃度を測定する代表貯槽と他貯槽の関係が確認できること。

④通報文に誤記、漏れ等がなく速やかに通報できること。また、２０２２年度総合訓練

において抽出した課題に対する改善策が有効に機能していること。

・警戒事態該当事象発生後の経過連絡は、事故収束活動の進捗、問題点、対応状況等

の情報が確認できること。

・応急措置の概略報告（２５条通報）は、事故収束活動の進捗、対応状況等の進展を

確認後、速やかに情報発信できること。
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（２）「４施設同時発災時による支援・協力対応ができること」 

達成目標：事業部・全社の連携として、支援、協力活動が実施できること。 

検証項目：全社対策本部に対する支援実施または支援要請が適切にできること。 

（３）「新情報共有システムを用いて情報共有ができること」 

    達成目標：新情報共有システムによる情報共有ができること。 

検証項目：提供すべき情報について新情報共有ツールを用いて不備なくリアルタイムに情報共有で

きること。 

（４）「現場と緊急時対策所が連携し、事象収束活動ができること」 

    達成目標：手順に基づき、事象収束活動（救護活動含む）ができること。 

    検証項目：重大事故対応等の事象収束活動を、あらかじめ定めた時間、要員、装備で問題無く実施

できること。 

【全社対策本部】 

本訓練は、「全社対策本部 原子力防災訓練中期計画」に基づき、当社４施設（再処理施設・廃棄物管

理施設・加工施設・廃棄物埋設施設）同時発災を想定したシナリオのもとで、情報発信能力および緊急

時対応能力の維持・向上を図るものである。 

本訓練における全社対策本部の活動の達成目標および検証項目は次のとおり。 

（５）「社内外との情報共有」 

    達成目標：情報が輻輳する中においても情報共有が適切に実施できること。 

    検証項目：①事業部対策本部から情報共有ツールを用いて情報を入手できること。 

         ②全社対策本部内において適切に情報共有が実施できること。 

         ③社外関係箇所（ＥＲＣ・ＯＦＣ・報道機関等）に適切に情報発信できること。 

        ④２０２２年度総合訓練において抽出した課題に対する改善策が有効に機能しているこ

と。 

（６）「事業部対策本部の支援」 

達成目標：事業部対策本部の支援を適切に実施できること。 

    検証項目：①事業部対策本部の支援に関する全社対策本部内の意思決定ができること。 

         ②事業部対策本部との調整が機能班間で実施できること。 

（７）「新情報共有システムを用いて情報共有ができること」 

    達成目標：新情報共有システムによる情報共有ができること。 

    検証項目：提供すべき情報について新情報共有ツールを用いて不備なくリアルタイムに情報共有で

きること。 

２．実施日時および対象施設 

（１）実施日時 

  ２０２３年１０月３日（火） １３：３０ ～ １７：００（社内反省会を含む。） 

＜気象条件※1＞ 天候：くもり、温度：２０℃、風向：東、風速：３ｍ/ｓ、大気安定度：Ｄ 

※１：天候、温度、風向、風速、大気安定度は訓練想定により固定条件として設定 

（２）対象施設 

    再処理施設※１、廃棄物管理施設 

    ※１：ＮＭＣＣとの合同訓練となるため、六ヶ所保障措置分析所（分析建屋内）を含む 
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３．実施体制、評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

  ａ．全体 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｂ．ＮＭＣＣとの連携に係る体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評価体制 

再処理施設、廃棄物管理施設および事業部対策本部に評価者を配置し、事業部対策本部および全社

対策本部の活動状況を評価するとともに、訓練終了後に事業部対策本部と全社対策本部による反省会

および各班での自己評価を行い、課題の抽出を行った。 

（３）参加人数 

事業部対策本部     訓練参加者：２８７名（訓練コントローラ１９名を含む。） 

                      （ＮＭＣＣ訓練参加者５名を含む。） 

評 価 者：  ３名（社内２名、社外１名） 

全社対策本部   訓練参加者：１３６名（訓練コントローラ１０名を含む。） 

評 価 者：  ４名（社内３名、社外１名） 

 

 

情報共有 
 

情報共有、支援要請 
 

情報共有、指示 
 

現場情報、指示 
 

情報共有 
 

報告、指示 
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４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

  ３日前に発生した地震により、全交流電源喪失等が発生。その後、重大事故対策等を実施しているが、

一部の対策が不調となっている状況から訓練を開始し、原子力災害対策特別措置法第１５条事象に至る原

子力災害を想定する。詳細は以下のとおり。 

（１）施設運転状況設定 

ａ．再処理施設については、環境条件として、しゅん工後を想定する。このため、重大事故対策設備の

工事・配備を完了済みとして訓練を行う。 
ｂ．再処理施設：３日前に発生した地震により再処理運転停止中（施設内の各貯槽は訓練上想定した廃

液を貯蔵中） 
ｃ．廃棄物管理施設：返還ガラス固化体貯蔵中 

（２）訓練開始前の事象概要（訓練前提条件内容） 

時刻 
発生事象等 

再処理施設 廃棄物管理施設 

9/30 

13:30 
・地震発生（六ヶ所村 震度５弱） 

・再処理施設本体、使用済燃料受入れ・貯蔵施

設の外部電源が喪失 

（再処理施設の開閉所に重機（クレーン）が接

触し、受電設備が損傷。再処理事業所内のみ

外部電源が喪失） 

・構内の電源車２台が転倒し損傷（使用不能） 

・再処理施設本体では、監視機能が喪失し、待

機中の第２非常用ディーゼル発電機(Ａ系・Ｂ

系)、第１、第２運転予備用ディーゼル発電機

の自動起動に失敗する（全交流電源の喪失) 

・使用済燃料受入れ・貯蔵施設では、待機中の

第１非常用ディーゼル発電機（Ａ系・Ｂ系）

の自動起動に失敗する（全交流電源の喪失) 

・ＮＭＣＣは、１回／日の巡視を継続実施中 

・廃棄物管理施設の外部電源喪失 

（再処理施設の開閉所に重機（クレーン）が接

触し、受電設備が損傷。再処理事業所内のみ

外部電源が喪失） 

・予備電源用ディーゼル発電機の自動起動が

成功する(交流電源供給を維持) 

・以降、巡視および監視を継続中 

13:35 ・統括当直長が重大事故対処の体制への移行を判

断（冷却機能の喪失による蒸発乾固、水素掃気

機能の喪失による水素爆発の恐れ） 

－ 

14:00 ・【警戒事象】ＡＬ２５に該当：全交流電源の喪

失が３０分以上継続したことを原子力防災管

理者が判断 

・警戒態勢へ移行 

－ 

10/1 

2:30 

・分離建屋の内部ループ１（高レベル廃液濃縮

缶）の内部ループ通水が失敗 

－ 

3:30 ・分離建屋の高レベル廃液濃縮缶への貯槽等注

水が失敗 

・【警戒事象】ＡＬ２９に該当：高レベル廃液濃

縮缶の温度が１００℃に到達したことを原子

力防災管理者が判断 

－ 

4:30 ・主排気筒のスプレイ準備を開始 

・主排気筒の竜巻防護扉の変形を確認、扉撤去

作業を開始 

（扉の撤去予定は10/3 14時00分、主排気筒のス

プレイ準備完了予定は、10/3 15時00分） 

－ 
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時刻 
発生事象等 

再処理施設 廃棄物管理施設 

10/1 

15:30 
・分離建屋の高レベル廃液濃縮缶への冷却コイ

ル通水が失敗 

（ＧＥ２９：高レベル廃液濃縮缶の１２０℃到

達予想日時は、10/3 15時40分） 

・事業部対策本部は、分離建屋のアクセスルー

ト確認時に使用不可であった接続口（冷却コ

イル通水および貯槽等注水）の補修実施を決

定、材料および作業員の手配を開始 

（接続口の補修完了予定は、10/3 15時30分） 

－ 

10/2 

4:30 

・使用済燃料貯蔵プールの沸騰開始 

 

－ 

 

14:30 ・使用済燃料貯蔵プールへの１回目の注水（想

定事故１対応）を実施 

－ 

 

15:30 ・地震発生（六ヶ所村 震度５弱） 

15:35 ・使用済燃料貯蔵プールの水位低下（亀裂発生

による大量漏えい）を確認 

－ 

 

10/3 

5:30 

・使用済燃料貯蔵プールへ想定事故２を超える

事故対策（大型移送ポンプ車によるスプレ

イ）を開始したが、大型移送ポンプ車の故障

により失敗 

・大型移送ポンプ車の交換作業を開始 

（大型移送ポンプ車によるスプレイ再開予定

は、14時40分） 

－ 

6:05 ・【警戒事象】ＡＬ３０に該当：使用済燃料貯蔵

槽の水位が使用済燃料集合体頂部上４ｍの水

位に低下したことを原子力防災管理者が判断 

（ＳＥ３０：使用済燃料貯蔵槽の水位が使用済

燃料集合体頂部上２ｍの水位に低下する予想

日時は、14時37分） 

－ 

（３）訓練開始後の事象概要（   ：ＮＭＣＣとの情報連携箇所） 

時刻 
発生事象等 

再処理施設 廃棄物管理施設 

10/3 

13:30 
訓練開始 

13:40 ・地震発生（六ヶ所村 震度６弱） 

13:44 － ・予備電源用ディーゼル発電機の冷却水タンク

フランジ部からの漏えいを確認、事業部対策

本部は設備応急班へ現場の状況確認を指示 

13:45 ・【警戒事象】その他脅威に該当：当該原子力事

業所所在市町村において、震度６弱以上の地

震が発生したことを原子力防災管理者が判断 

－ 

13:46 ・高レベル廃液ガラス固化建屋の内部ループ通

水量の低下を確認 

・内部ループ通水を実施していた中型移送ポン

プが故障 

・実施組織（統括当直長）より支援組織（緊急

時対策所）に対し中型移送ポンプの復旧（交

換）対応を要請 

－ 
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時刻 
発生事象等 

再処理施設 廃棄物管理施設 

10/3 

13:48 

・ＮＭＣＣより六ヶ所保障措置分析所での負傷者

発生およびグローブボックス破損発生の連絡を

受領 

－ 

13:58 ・ＮＭＣＣより救護支援要請を受け、事業部対策

本部は運転管理班へ応援部隊の編成を指示 

－ 

14:10 ・地震発生（六ヶ所村 震度５弱） 

14:12 ・前処理建屋にて、定期の水素濃度測定中の要

員が余震により転倒し負傷 

・転倒した際に水素濃度計が破損し、内部汚染

の可能性あり 

・実施組織（統括当直長）より支援組織（緊急

時対策所）に対し救護応援を要請 

－ 

14:15 ・【原災法第１０条事象】ＳＥ３０に該当：燃料

貯蔵プールの水位が６１００ｍｍ(使用済燃料

集合体頂部上２ｍ)まで低下したことを原子力

防災管理者が判断 

・同時刻に第１次緊急時態勢を発令 

－ 

14:20 ・中型移送ポンプの復旧（交換）が完了し、高

レベル廃液ガラス固化建屋への内部ループ通

水を再開 

・分離建屋にて、抽出廃液受槽の温度計故障が

発生 

－ 

14:21 ・六ヶ所保障措置分析所入口にてＮＭＣＣ負傷

者と合流し、搬送開始 

－ 

14:26 － ・フランジ部の増し締めが完了し、漏えい停

止 

14:30 ・前処理建屋での内部汚染者（負傷者）発生に伴

い、全社対策本部へ搬送車の支援を要請 

－ 

14:39 ・ＮＭＣＣよりグローブボックスの応急措置完

了の連絡を受領 

－ 

14:44 ・大型移送ポンプ車の交換作業が完了し、使用

済燃料貯蔵プールへのスプレイを再開 

－ 

14:48 ・ＮＭＣＣより六ヶ所保障措置分析所内にて硝酸

漏えい発見の連絡を受領 

－ 

14:50 ・ＮＭＣＣ負傷者を保健管理建屋へ搬送完了 － 

14:52 ・原子力防災管理者の交代 

14:59 ・ＮＭＣＣより分析建屋の境界扉へ目張り依頼

要請を受領 

－ 

15:00 ・主排気筒スプレイの準備完了 

・大型移送ポンプ車の停止により使用済燃料貯

蔵プールへのスプレイ停止を確認 

・分離建屋にて抽出廃液受槽の温度計復旧完了 

・ＮＭＣＣより硝酸漏えいの処置として、六ヶ

所保障措置分析所内の目張り作業が完了した

連絡を受領 

・ＮＭＣＣからの目張り要請を受け、事業部対

策本部は、運転管理班へ対応を指示 

－ 

15:04 ・ＮＭＣＣより退域時のサーベイにて有意なα線

を確認した連絡を受領 

－ 

15:05 ・事業部対策本部は、運転管理班へ主排気筒の

スプレイ開始を指示 

－ 
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時刻 
発生事象等 

再処理施設 廃棄物管理施設 

10/3 

15:10 
・ＮＭＣＣより有意なα線は天然核種であった連

絡を受領 

－ 

15:15 ・大型移送ポンプ車の再起動が成功し、使用済

燃料貯蔵プールへのスプレイを再開 

－ 

15:24 ・ＮＭＣＣ作業員の退域完了連絡を受領 － 

15:28 ・前処理建屋内から内部汚染者の搬送を開始 － 

15:40 ・【原災法第１５条事象】ＧＥ２９に該当：分離

建屋の高レベル廃液濃縮缶において、貯槽温

度が１２０℃に到達したことを原子力防災管

理者が判断 

－ 

15:41 ・第２次緊急時態勢を発令 

・運転管理班にて六ヶ所保障措置分析所内での

硝酸漏えいの処置として分析建屋の境界扉の

目張り作業が完了 

－ 

15:50 ・分離建屋の接続口（冷却コイル通水および貯

槽等注水）の補修完了 

－ 

15:55 ・分離建屋の高レベル廃液濃縮缶へ冷却コイル

通水および貯槽等注水を開始 

（その後、高レベル廃液濃縮缶の温度低下、液

位上昇を確認） 

・前処理建屋での内部汚染者を保健管理建屋へ

搬送完了 

－ 

16:03 ・事業部対策本部内にてブリーフィング、目標

設定会議を実施 

・経過報（２５条報告）発信 

－ 

16:35 再処理施設 訓練終了 廃棄物管理施設 訓練終了 

５．防災訓練の項目 

  総合訓練 

６．防災訓練の内容 

本訓練は、プレーヤーへ訓練シナリオを事前通知しない「シナリオ非提示型」により実施した。 

また、訓練進行管理を行う訓練コントローラは、訓練中にプレーヤーに対して資料配付や電話連絡など

を行い、シナリオ進行に必要な状況付与を行った。 

（１）事業部対策本部 

ａ．ＮＭＣＣとの連携訓練 

ｂ．通報訓練 

ｃ．救護訓練 

ｄ．モニタリング訓練 

ｅ．その他必要と認める訓練 

（ａ）事業部対策本部対応訓練 

（ｂ）ＥＲＣ対応訓練 

（ｃ）広報対応訓練 
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（２）全社対策本部 

ａ．その他必要と認める訓練 

（ａ）全社対策本部運営訓練 

（ｂ）ＥＲＣ対応訓練 

（ｃ）原子力事業所災害対策支援拠点対応訓練 

（ｄ）オフサイトセンター対応訓練 

（ｅ）広報対応訓練 

７．防災訓練の結果の概要 

（１）事業部対策本部 

ａ．ＮＭＣＣとの連携訓練 

①運転管理班（核物質管理課）は、ＮＭＣＣと相互の情報共有を行い、事業部対策本部へ報告すると

ともに、ＮＭＣＣへ定期ブリーフィング後にＣＯＰ資料等の送付を実施した。また、運転管理班（核

物質管理課）は、事業部対策本部への報告内容を情報共有システムへ入力するとともに、報告の際

に使用した資料を本部事務局へ提出した。本部事務局は、運転管理班（核物質管理課）から受領し

た資料を情報共有データベースへ保存した。 
②運転管理班（核物質管理課）は、ＮＭＣＣより分析建屋内の六ヶ所保障措置分析所（管理区域）で

巡視点検中に発生した負傷者（意識あり、自力歩行不能）の救護要請を受け、事業部対策本部へ報

告した。事業部対策本部は、運転管理班（分析部）および放射線管理班へＮＭＣＣ負傷者の救護応

援対応を指示した。運転管理班（分析部）は、放射線管理班と協議の上、防護装備を準備・着装し

て分析建屋内の六ヶ所保障措置分析所入口（管理区域）へ移動、ＮＭＣＣの負傷者と合流後に出入

管理建屋までの搬出を実施した。 
③運転管理班（核物質管理課）は、ＮＭＣＣより分析建屋内の六ヶ所保障措置分析所（管理区域）で

の硝酸漏えい発見および応急措置内容を事業部対策本部へ報告した。事業部対策本部は、運転管理

班（分析部）に応急措置を指示し、運転管理班（分析部）は分析建屋の境界扉に対して目張りを実

施した。 
＜評価＞ 

①運転管理班（核物質管理課）は、あらかじめ定めた様式を用いてＮＭＣＣとの相互の情報共有を行

い、事業部対策本部へ六ヶ所保障措置分析所の状況を報告できたと評価する。運転管理班（核物質

管理課）は、情報フローに基づき、当社加工施設および廃棄物埋設施設からの情報も踏まえた再処

理施設の事故・プラント状況をＮＭＣＣと情報共有することができたと評価する。 
ただし、定期ブリーフィング後にＮＭＣＣへ送付する運用としていたＣＯＰ資料等の送付について

は、速やかに送付できなかったことおよび未更新のＣＯＰ資料等を送付していたことからＮＭＣＣ

との情報共有について改善が必要である。 
[１０．No.１ ＮＭＣＣとの情報共有に関する改善 参照] 

②運転管理班（核物質管理課）は、ＮＭＣＣからホットラインで受けた負傷者の救護要請を速やかに

事業部対策本部へ報告することができた。また、運転管理班（分析部）は、事業部対策本部の指示

に基づき、放射線管理班、救護班と連携して、救出要員を編成し、ＮＭＣＣと調整した場所で負傷

者と合流後に搬出を実施できたことから、ＮＭＣＣと連携した救護対応に問題はないと評価する。 

③運転管理班（核物質管理課）は、ＮＭＣＣからの硝酸漏えい発見および応急措置の内容を速やかに

事業部対策本部へ報告することができた。また、運転管理班（分析部）は、事業部対策本部の指示
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に基づき、分析建屋の境界扉へ目張りする応急措置を実施できたことから、ＮＭＣＣと連携した相

互の現場対応に問題はないと評価する。 

ｂ．通報訓練 

①本部事務局は、ＥＡＬ通報文作成チェック表を用いた通報文の作成、機能班による内容の確認後に

通報文の送付を実施した。 
②本部事務局は、電子ホワイトボードを用いて、通報文の発信、完了、次回作成予定の時間管理を行

い、一斉通報装置を用いて社外関係機関へ通報連絡を実施した。 
＜評価＞ 

①本部事務局は、「再処理事業部対策本部 行動規範（ガイドライン）」（以下、「行動規範（ガイドラ

イン）」という。）に基づき、通報文を作成、チェックするとともに、あらかじめ定められた機能班

（運転管理班（現場統括チーム）、放射線管理班、本部事務局（情報管理チーム））により内容をチ

ェックし、通報文を不備なく作成できていたことから、通報文の作成およびチェック機能に問題は

ないと評価する。 

②本部事務局は、行動規範（ガイドライン）に基づき、通報連絡の目標時間を管理し、所定時間内（警

戒事象、原災法第１０条、第１５条事象：目標１５分に対し４～６分、警戒事態経過連絡：概ね３

０分毎）に通報連絡できていた。また、応急措置の概要については、事象発生後、速やかに（６分

～２２分）通報連絡できていたことから、通報連絡に係る対応に問題はないと評価する。 

ｃ．救護訓練 

①運転管理班（運転部）は、前処理建屋内（管理区域）で水素濃度測定作業中に発生した負傷者（意

識あり、自力歩行不能、内部汚染の可能性あり）の救護要請を受け、事業部対策本部へ報告した。

事業部対策本部は、運転管理班（前処理課）に負傷者の救護対応および放射線管理班へ内部汚染の

対応を指示した。運転管理班（前処理課）は、放射線管理班と協議の上、防護装備を準備・着装し

て前処理建屋へ移動、放射線管理班によるサーベイおよび汚染部位の養生を実施後、前処理建屋の

出口まで負傷者の搬出を実施した。 
②放射線管理班は、再処理事業部長の承認を得て保健管理建屋に一時的な管理区域を設定した。 
③救護班は、現場からの通報を受け、前処理建屋へ緊急医療チームを派遣するとともに、前処理建屋

の出口から搬出した負傷者を引き取り、保健管理建屋への搬送を実施した。 
＜評価＞ 

①運転管理班（前処理課）は、事業部対策本部の指示に基づき、放射線管理班、救護班と連携して、

救出要員を編成することができた。放射線管理班は、トラブル発生時対応マニュアルに基づき、負

傷者のサーベイおよび汚染箇所の養生を実施できた。その後、運転管理班（前処理課）は負傷者を

前処理建屋入口まで搬出できたことから、救護に係る対応に問題はないと評価する。 

②放射線管理班は、内部汚染者の対応を行うため、再処理事業部長へ一時的な管理区域の設定を具申

し承認を得た後、管理区域管理マニュアルに基づき、内部汚染者が保健管理建屋へ到着する前まで

に一時的な管理区域の設定を完了できたことから、救護に係る対応は問題ないと評価する。 

③救護班は、救急対応に関する手順に基づき、負傷者の容態確認、医療機関への搬送の判断および状

況に応じた救助対応が実施できていたことから、救護に係る対応に問題はないと評価する。 

ｄ．モニタリング訓練 

・放射線管理班は、モニタリングポストの機能状態および測定結果を確認した。 
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＜評価＞ 

・放射線管理班は、放射線管理班の活動に関する手順に基づき、モニタリングポストの機能状態およ

び測定結果の確認・報告を実施できたことから、モニタリング対応に問題はないと評価する。 

ｅ．その他必要と認める訓練 

（ａ）事業部対策本部対応訓練 

①原子力防災管理者は、ＥＡＬの判断、防災体制の発令、事象進展を踏まえた事故・プラント状況

の把握および戦略の決定を実施した。また、原子力防災管理者の計画的な交代を実施した。 
②事業部対策本部は、各班からの状況報告を踏まえ、定期的なブリーフィングを行い、対応戦略を

決定し、各班へ指示するとともに、事業部対策本部内への周知を実施した。 
③事業部対策本部は、社内情報シート、ＣＯＰ資料およびＥＡＬ判断の根拠資料等を用いてプラン

トの状況、事故収束対応戦略および戦略の進捗状況を全社対策本部（即応センター）へ情報提供

するとともに、全社対策本部（即応センター）からの問合せに対し、情報共有システムを用いて

回答を行った。 
④事業部対策本部は、大型移送ポンプ車の故障による技術者の派遣および内部汚染者発生に伴う他

事業部への搬送車の支援について、全社対策本部へ支援要請を行い、各機能班間で調整を行った。 
⑤事業部対策本部は、ＥＲＳＳ（訓練用の模擬データを入力した模擬画面）の表示情報に基づき、

冷却機能の喪失による蒸発乾固の恐れのある貯槽の温度上昇、燃料貯蔵プールの水位低下、内部

ループ通水の流量低下を把握し、速やかにＥＡＬの判断、復旧検討を指示した。 
＜評価＞ 
①原子力防災管理者は、防災業務計画に基づき、発災事象の確認、防災体制の発令を行うとともに、

プラント状況の把握および戦略の決定を問題なくできていたと評価する。また、原子力防災管理

者の計画的な交代後においても、問題なく対応できたと評価する。 
②事業部対策本部は、行動規範（ガイドライン）に基づき、各班からの状況報告をもとに定期的に

ブリーフィングを開催し、重大事故対策活動等の状況確認、目標設定会議による戦略の決定を行

い、各機能班は戦略に従い作業を実施できたと評価する。 
③事業部対策本部は、情報フローのとおり、事業部対策本部内の情報共有、即応センターへの情報

伝達、通報連絡を実施し、事業部対策本部内のブリーフィング等で情報共有を行うともに、全社

対策本部（即応センター）に対し、事故・プラントの状況、事故収束対応戦略および戦略の進捗

状況をＣＯＰ資料等により随時伝達できていると評価する。また、情報共有システムを用いた全

社対策本部（即応センター）からの問合わせについても、問題なく概ね対応できたと評価する。 
ただし、再処理事業部緊急時対策所において通信ネットワークが使用できなくなり、情報共有シ

ステムが使用不可となる時間帯があったことから、情報共有システムの信頼性について改善が必

要である。 

[１０．№２ 情報共有システムの信頼性改善 参照] 
④事業部対策本部は、行動規範（ガイドライン）に基づき、全社対策本部への支援要請（大型移送

ポンプ車故障による技術者の派遣および内部汚染者の発生に伴う他事業部への搬送車支援）を実

施できたと評価する。 
⑤事業部対策本部は、ＥＲＳＳの表示情報に基づき、速やかにＥＡＬの判断、対策復旧検討の指示

ができたと評価する。 
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（ｂ）ＥＲＣ対応訓練 

・事業部対策本部は、ＥＲＣへの情報提供のため、ＥＲＣ対応チーム（緊急時対策所要員および即

応センター要員）を編成し、即応センターへ要員を派遣した。 

＜評価＞ 

・事業部対策本部は、行動規範（ガイドライン）に基づき、ＥＲＣ対応チームを編成し、活動した

ことから、ＥＲＣ対応に係る要員派遣に問題はないと評価する。 

（ｃ）広報対応訓練 

・事業部対策本部は、全社対策本部から要請を受け、記者会見の対応者を事業部対策本部内で選任

し、全社対策本部へ派遣した。 

＜評価＞ 
・事業部対策本部は、全社対策本部からの要請に基づき、速やかに記者会見対応者を選任し、全社

対策本部へ派遣できたと評価する。 

（２）全社対策本部 

ａ．その他必要と認める訓練 

（ａ）全社対策本部運営訓練 

①全社対策本部長は、事象進展に応じて第１次緊急時態勢および第２次緊急時態勢を発令した。 

②全社対策本部の各機能班は、事業部対策本部からの事故・プラントの状況、進展予測、事故収束

対応戦略などの情報について、情報共有データベース、音声共有システムなどの情報共有ツール

を用いて入手し、全社対策本部ブリーフィングにおいて情報共有した。 

③全社対策本部の各機能班は、社外関係機関への連絡、他原子力事業者との連携および社外からの

問合せ対応を実施した。また、全社対策本部長は、事業部対策本部からの大型移送ポンプ車故障

に対する技術者の派遣および負傷者搬送用の車両手配に係る支援要請に対し、総務班（資材チー

ム）へポンプ製造メーカに対して技術者を状況安定後に現地へ派遣するよう調整を指示するとと

もに、総務班（救護チーム）へ他事業部対策本部の救護班との車両手配等の調整を指示すること

により、事業部対策本部で実施される緊急時対策活動の支援を実施した。 

＜評価＞ 
①全社対策本部長は、防災業務計画に基づき、防災体制の発令を実施することができており、体制

の確立に問題はないと評価する。 
②全社対策本部の各機能班は、全社対策本部の活動に関する手順に基づき、事業部対策本部からの

事故・プラントの状況、進展予測、事故収束対応戦略などの情報を入手し、全社対策本部内で共

有できたと評価する。 
③全社対策本部の各機能班は、全社対策本部の活動に関する手順に基づき、必要な任務を果たすこ

とができたと評価する。また、全社対策本部長は、事業部対策本部からの支援要請に対し全社対

策本部を指揮し、事業部対策本部の機能班と調整して必要な支援が実施できたと評価する。 
（ｂ）ＥＲＣ対応訓練 

①ＥＲＣ対応者（全社）は、初動から事業部連絡要員到着までの間、事業部対策本部から事故・プ

ラントの状況、進展予測、事故収束対応戦略の情報について、情報共有データベース、音声共有

システムなどの情報共有ツールを用いて入手し、ＥＲＣプラント班との情報共有を実施した。事

業部連絡要員到着後、ＥＲＣ対応者（事業部）は、ＥＲＣ対応者（全社）から役割を引き継ぎ、

ＥＲＣプラント班との情報共有を実施した。 
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②ＥＲＣプラント班リエゾンは、ＥＲＣプラント班との情報共有に使用した資料の配布、ＱＡ対応

を実施した。 

③１０条確認会議等対応者は、ＥＡＬ判断時に１０条確認会議および１５条認定会議の対応を実施

した。 

＜評価＞ 

①ＥＲＣ対応者（全社および事業部）は、ＥＲＣ対応マニュアルに基づき、通報文、ＣＯＰ、ＥＲ

Ｃ備付資料などを活用し、事故・プラントの状況・進展予測と事故収束対応戦略、戦略の進捗状

況について、情報の優先度に応じ情報発信することができており、ＥＲＣプラント班との情報共

有に係る対応は概ね問題ないと評価する。 

ただし、電話等の代替手段を用いて情報共有はできていたものの、情報共有システムの質問事項

対応データベースが使用困難な時間帯があったことから、ＥＲＣプラント班との情報共有に係る

対応に改善が必要である。 

[１０．№２ 情報共有システムの信頼性改善 参照] 

②ＥＲＣプラント班リエゾンは、東京班対応マニュアルに基づき、即応センターと連携してＥＲＣ

プラント班へＱＡ対応などができており、ＥＲＣプラント班との情報共有に係る対応に問題ない

と評価する。 

③１０条確認会議等対応者は、１０条確認会議および１５条認定会議において、ＥＡＬ判断根拠、

発生事象・進展予測・事故収束対応の説明を簡潔に実施できたと評価する。 

（ｃ）原子力事業所災害対策支援拠点対応訓練 
①全社対策本部長は、警戒態勢から第１次緊急時態勢へ体制が変わったことを受け、原子力事業所

災害対策支援拠点（以下、「支援拠点」という。）を第一千歳平寮に設置するよう指示を行った。 

②指示を受けた支援拠点対応要員は、支援拠点を設置し、通信機器を立ち上げ、全社対策本部と情

報共有を実施した。 

＜評価＞ 

①全社対策本部長は、全社対策本部の運用に関する手順に基づき、支援拠点の設置を指示すること

ができたことから、支援拠点の設置に係る対応に問題はないと評価する。 

②支援拠点対応要員は、支援拠点マニュアルに基づき、支援拠点の設置および全社対策本部との情

報共有を実施することができたことから、支援拠点の運営に係る対応に問題はないと評価する。 

（ｄ）オフサイトセンター対応訓練 
・オフサイトセンター派遣要員は、通信機器の立ち上げを実施し、各施設の発災状況等の情報を入

手し、オフサイトセンター内での情報共有を実施するとともに、オフサイトセンターで得た道路

情報、自治体からの要請事項等を即応センターと情報共有した。 
＜評価＞ 
・オフサイトセンター派遣要員は、オフサイトセンター対応マニュアルに基づき、発災状況等の情

報入手および即応センターとの情報共有が適切に実施できたと評価する。 

（ｅ）広報対応訓練 
①広報班は、事業部対策本部が作成した通報文およびプレス資料を用いて、プレス発表（模擬）お

よび記者会見（模擬）を実施した。 
②ＥＲＣ広報班リエゾンは、全社対策本部から送付されたプレス資料をＥＲＣ広報班と共有した。 
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＜評価＞ 
①広報班は、広報班対応マニュアルおよび記者会見マニュアルに基づき、プレス発表（模擬）およ

び記者会見（模擬）を適切に実施できたと評価する。 
②ＥＲＣ広報班リエゾンは、東京班対応マニュアルに基づき、ＥＲＣ広報班との連動が実施できた

ことから、ＥＲＣ広報班リエゾンによる対応に問題はないと評価する。 
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８．前回訓練時の要改善事項への取り組み 

前回までの総合訓練において抽出した改善点に対する取り組み結果は、以下のとおりである。 

【事業部対策本部】 

No. 前回の総合訓練において抽出した主な改善点 今回の訓練への取り組み状況 
１ ＣＯＰ、ＥＲＣ備付資料の改善 

【問題】 

①ＣＯＰ③（戦略シート）は、対策が失敗した

場合のバックアップとなる対策とその見通

しを記載する構成となっていなかった。 

②社内情報シートは、重大事故対象機器のイン

ベントリ情報を記載する構成となっていな

かった。 

③ＣＯＰ①－１（全体概要図）、ＣＯＰ②（設備

状況シート）は、主排気筒の可搬型モニタリ

ング装置の測定結果、外部取水源の使用可否

の情報を省略していた。 

④ＥＲＣ備付資料は、水素濃度を測定する代表

貯槽と他貯槽の関係を説明する資料を含め

ていなかった。 

【課題】 

①ＣＯＰ③（戦略シート）は、事象対処に対す

る第２、第３の矢とする明確な戦略が記載、

共有できること。 

②社内情報シートは、重大事故対象機器のイン

ベントリ情報を共有できる構成であること。 

③ＣＯＰ資料は、可能な限り必要な情報が記

載、共有できること。 

④ＥＲＣ備付資料は、水素濃度を測定する代表

貯槽と他貯槽の関係が確認できること。 

【原因】 

①行動規範（ガイドライン）は、ＣＯＰ③（戦

略シート）を取りまとめる事業部対策本部の

目標設定会議について、現対策が失敗した場

合の次なる対策と見通しを確認することを

明記していなかったため。 

②行動規範（ガイドライン）は、社内情報シー

トを作成、共有する事業部対策本部のブリー

フィングについて、重大事故対象機器のイン

ベントリ情報を確認、共有することを明記し

ていなかったため。 

③主排気筒の可搬型モニタリング装置の測定

結果、外部取水源の使用可否の情報は、社内

情報シートに記載していたが、ＣＯＰ資料と

の重複情報もあり説明に使用することが難

しかったため。 

④ＥＲＣ備付資料は、水素濃度を測定する代表

貯槽と他貯槽の関係を説明する内容は含ま

れていなかったため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

①行動規範（ガイドライン）に、事業部対策本

部の目標設定会議において、現対策が失敗し

た場合の次なる対策と見通しを確認するこ

とを明記するとともに、ＣＯＰ③（戦略シー

ト）の構成を再検討する。 

②行動規範（ガイドライン）に、事業部対策本

部のブリーフィングにおいて、重大事故対象

機器のインベントリ情報を確認、共有するこ

とを明記するとともに、社内情報シートの構

成を再検討する。 

③ＣＯＰ資料に、主排気筒の可搬型モニタリン

グ装置の測定結果、外部取水源の使用可否の

情報を追加する。 

 

 

④ＥＲＣ備付資料に、水素濃度を測定する代表

貯槽と他貯槽の関係を説明することを追加

する。 
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No. 前回の総合訓練において抽出した主な改善点 今回の訓練への取り組み状況 
【評価】 

①事業部対策本部は、行動規範（ガイドライ 

ン）に基づき、目標設定会議において、ＣＯ 

Ｐ③（戦略シート）を用いた現対策が失敗し 

た場合の次なる対策を確認できていた。その 

他、ＣＯＰ③（戦略シート）については、更 

なる改善として初動対応（屋内）、屋外対応 

および主排気筒に係る戦略シートを追加 

し、問題なく使用できていたことから、対 

策は有効であった。（完了） 

②事業部対策本部は、行動規範（ガイドライ

ン）に基づき、重大事故対象機器のインベ

ントリについて、社内情報シートに追加し

た実液量での評価時間にて確認するととも

に、ＣＯＰ資料への反映ができていたこと

から、対策は有効であった。（完了） 

③事業部対策本部は、ＣＯＰ①－１（全体概要 

図）を用いて、主排気筒の可搬型モニタリン 

グ装置の測定結果および外部取水源の使用可 

否について情報共有できていた。その他、Ｃ 

ＯＰ①－１（全体概要図）、ＣＯＰ①－２～ 

５（各重大事故対策の進捗状況）について 

は、更なる改善として凡例の見直しおよび制 

限日時の記載条件（事業許可での評価または 

インベントリ評価）を追加し、問題なく使用 

できていたことから、対策は有効であっ 

た。（完了） 

④事業部対策本部は、ＥＲＣ備付資料へ水素濃

度測定ポイント概要図および各貯槽の溶液性

状を追加し、代表貯槽との関係を明確にし

た。その他、社内情報シートの採番方法およ

び概要図の見直しを行い、問題なく使用でき

ていたことから、対策は有効であった。（完

了） 
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No. 前回の総合訓練において抽出した主な改善点 今回の訓練への取り組み状況 
２ 通報文の記載事項の改善 

【問題】 

①事業部対策本部が発信した警戒事態該当事

象発生後の経過連絡は、重大事故対策の開始

や問題点、対応状況等の情報が不足してい

た。 

【課題】 

①警戒事態該当事象発生後の経過連絡は、事故

収束活動の進捗、問題点、対応状況等の情報

が確認できること。 

【原因】 

①行動規範（ガイドライン）は、警戒事態該当

事象発生後の経過連絡の「発生事象と対応の

概要」の記載について、事故収束活動の進捗、

問題点、対応状況等の情報を記載することを

明確化していなかったため。 

また、上記の情報を、追加資料等を添付する

運用は定めていなかったため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

①行動規範（ガイドライン）を修正し、警戒事

態該当事象発生後の経過連絡について、事故

収束活動の進捗、問題点、対応状況等の情報

を記載するとともに、必要に応じ添付資料等

を追加することを明確化する。 

 

 

【評価】 

①事業部対策本部は、行動規範（ガイドライ 

ン）に基づき、警戒事態該当事象発生後の経 

過連絡について、添付資料に事故収束活動の 

進捗、問題点、対応状況等の情報を記載でき 

たことから、対策は有効であった。（完了） 
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【全社対策本部】 

No. 前回の総合訓練において抽出した主な改善点 今回の訓練への取り組み状況 
3 ＥＲＣへの説明方法の改善 

【問題】 

①ＥＲＣ対応者は、構外取水源の状況、アクセ

スルートの確認結果、放出予測等の情報につ

いて、積極的に説明できなかった。 

【課題】 

①ＥＲＣ対応者は、ＣＯＰ資料では確認できな

い情報について、社内情報シートを活用して

説明できること。 

【原因】 

①ＥＲＣ対応者は、ＥＲＣへの説明内容、資料

を整理したリストを作成、運用していたが、

社内情報シートを十分活用する内容となっ

ていなかったため。 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

【対策】 

①ＥＲＣへの説明内容、資料を整理したリスト

に社内情報シートに関するものを加え、ＥＲ

Ｃ対応マニュアルに反映する。 

 

【評価】 
①ＥＲＣへの説明内容および説明に必要な資

料を整理したリストに対して、社内情報に関

する内容を追加したことにより、社内情報シ

ートを使用して、適時に施設全体を俯瞰した

説明を積極的に実施することができたこと

から対策は有効であった。 

なお、今後も継続的に対策の有効性について

確認していく。（完了） 

 

4 ＥＲＣリエゾンの対応に係る改善 

【問題】 

①ＥＲＣリエゾンがＥＲＣ内に配布した資料

の新旧変更点がわかりにくかった。 

【課題】 

①どのような主旨で配布する資料なのかを容

易に把握することができるようにすること。 

【原因】 

①-1 資料に新旧変更点を明示しなかったた

め。 

 

 

 

①-2 配布資料の主旨を説明せず配布したた

め。 

 

 
 
 
 

 
 

 

【対策】 

①-1 ＥＲＣリエゾンが既に配布済みの資料と

同様のフォーマットの資料を配布する際

は、更新された箇所が容易に認識できる

かを確認し、不足がある場合はマーキン

グ等を行うこととする。 
①-2 ＥＲＣリエゾンが資料を配布する際、緊

急でない場合はどのような主旨の資料な

のか、補足説明を実施する。 
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No. 前回の総合訓練において抽出した主な改善点 今回の訓練への取り組み状況 
【評価】 
①-1今回の訓練では、更新された箇所が容易

に認識できないなどの資料はなかった

が、個別訓練等により、不足がある場合

は蛍光ペンによりマーキングすることを

手順どおり実施できることを確認したこ

とから、対策は有効であった。なお、今

後も継続的に対策の有効性について確認

していく。（完了） 
①-2 ＥＲＣリエゾンは、どこの事業部の何の

資料であるかを配布の際に説明してお

り、手順どおり実施できることを確認し

たことから、対策は有効であった。 

なお、今後も継続的に対策の有効性につ

いて確認していく。（完了） 
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９．訓練の評価 

「再処理事業部 非常時等の措置に係る中長期訓練計画」および「全社対策本部 原子力防災訓練中期

計画」に基づき、当社４施設（再処理施設・廃棄物管理施設・加工施設・廃棄物埋設施設）およびＮＭ

ＣＣとの同時発災を想定したシナリオのもとで、情報発信能力およびＮＭＣＣと連携した緊急時対応能

力の維持・向上を図ることならびに前年度訓練の課題改善・検証をねらいとして訓練を実施した結果、

ＮＭＣＣとの情報共有および情報共有に必要な情報共有システムについて、改善すべき事項が確認され

たものの、原子力災害に対する対応に大きな支障はなく、情報発信能力および緊急時対応能力の維持・

向上を図ることができていると評価する。 

「１．訓練の目的・目標」に記載した達成目標についての評価結果は以下のとおり。 

【事業部対策本部】 

（１）「全社対策本部およびＮＭＣＣとの情報共有ができること」 

評  価：①「７．（１）ａ．ＮＭＣＣ連携訓練」、「７．（１）ｅ．（ａ）事業部対策本部対応訓練」

に示すとおり、事業部対策本部は、情報フローのとおり、事業部対策本部内の情報共

有、即応センターへの情報伝達、通報連絡を実施し、手順のとおり対応することがで

きた。 
      ただし、「７．（１）ａ．ＮＭＣＣ連携訓練」に示すとおり、ＮＭＣＣとの情報共有に

おいて、情報フローとおり相互の情報共有ができていたものの、定期ブリーフィング

後にＣＯＰ資料等を速やかに送付できなかったことおよび未更新のＣＯＰ資料等を送

付していたことから、ＮＭＣＣとの情報共有の改善が必要であると評価する。 

      [１０．No.1 ＮＭＣＣとの情報共有に関する改善 参照] 

②「７．（１）ｅ．（ａ）事業部対策本部対応訓練」に示すとおり、事業部対策本部は、

行動規範（ガイドライン）のとおり、事業部対策本部内のブリーフィング等で情報共

有を行うとともに、全社対策本部（即応センター）に対し、事故・プラントの状況、

事故収束対応戦略および戦略の進捗状況をＣＯＰ資料等により随時伝達する等、手順

とおり対応することができたと評価する。 

③「７．（２）ａ．（ｂ）ＥＲＣ対応訓練」に示すとおり、全社対策本部（ＥＲＣ対応者）

においてＣＯＰ、ＥＲＣ備付資料などを活用し、ＥＲＣプラント班へ説明できていた

ことから、資料内容については問題ないと評価する。また、「８．前回訓練時の要改善

事項への取り組み 事業部対策本部」に示すとおり、前回までの訓練課題についても

改善策は有効に機能していると評価する。 

④「７．（１）ｂ．通報訓練」に示すとおり、本部事務局は、行動規範（ガイドライン）

に基づき、通報文を作成、チェックするとともに、通報連絡の目標時間を管理し、所

定時間内に通報を完了する等、手順とおり対応することができたことから、通報対応

については問題ないと評価する。また、「８．前回訓練時の要改善事項への取り組み 事

業部対策本部」に示すとおり、前回までの訓練課題についても改善策は有効に機能し

ていると評価する。 

上記のとおり、改善が必要な点はあるものの、全社対策本部およびＮＭＣＣとの情報共

有については目標を達成できたと評価する。 
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（２）「４施設同時発災時による支援・協力対応ができること」 

評  価：「７．（１）ｅ．（ａ）事業部対策本部対応訓練」に示すとおり、事業部対策本部は、行動

規範（ガイドライン）に基づき、全社対策本部への支援要請（大型移送ポンプ車の技

術者派遣および他事業部への搬送車の支援要請）を手順とおり対応ができていたため、

４施設同時発災時による支援・協力対応については、目標を達成できたと評価する。 

（３）「新情報共有システムを用いて情報共有ができること」 

評  価：「７．（１）ｅ．（ａ）事業部対策本部対応訓練」に示すとおり、事業部対策本部は、行動

規範（ガイドライン）に基づき、全社対策本部（即応センター）からの問合わせつい

て新情報共有ツールを用いて不備なくリアルタイムに情報共有することができたこと

から、情報共有システムを用いた情報共有については、目標を概ね達成できたと評価

する。 

ただし、再処理事業部緊急時対策所において通信ネットワークが使用できなくなり、

情報共有システムが使用不可となる時間帯があったことから、情報共有システムの信

頼性について改善が必要と評価する。 

[１０．№２ 情報共有システムの信頼性に関する改善 参照] 

（４）「現場と緊急時対策所が連携し、事象収束活動ができること」 

評  価：①「７．（１）ａ．ＮＭＣＣとの連携訓練」に示すとおり、事業部対策本部はＮＭＣＣか

らの支援要請を受け、負傷者の搬出および硝酸漏えいに係る応急措置について対応す

ることができた。 

         ②「７．（１）ｃ．救護訓練」に示すとおり、事業部対策本部は、各機能班へ対応を指示

し、負傷者を保健管理建屋まで搬送することができた。 

上記のとおり、いずれの検証項目についても問題なく実施できたことから、現場と緊急

時対策所が連携し、事象収束活動ができることについては、目標を達成できたと評価する。 

【全社対策本部】 

（５）「社内外との情報共有」 

評  価： ①「７．（２）ａ．（ａ）全社対策本部運営訓練」に示すとおり、全社対策本部の各機能

班は、事業部対策本部と社内情報共有ツールにより情報共有できたと評価する。 

②「７．（２）ａ．（ａ）全社対策本部運営訓練」に示すとおり、全社対策本部の各機能

班は、全社対策本部内において全社対策本部ブリーフィングにより、情報共有できた

と評価する。 

③「７．（２）ａ．（ａ）全社対策本部運営訓練」に示すとおり、全社対策本部の各機能

班は、入手した情報を基に社外関係箇所に情報発信できたと評価する。 

④「８．前回訓練時の要改善事項への取り組み 全社対策本部」に示すとおり、前回ま

での訓練課題について、改善策は有効に機能していると評価する。 

上記のとおり、いずれの検証項目についても問題なく実施できたことから、社内外との

情報共有については、目標を達成できたと評価する。 

（６）「事業部対策本部の支援」 

評  価：①「７．（２）ａ．（ａ）全社対策本部運営訓練」に示すとおり、事業部対策本部からの

支援要請に対して、支援する対応班を決定するなど全社対策本部内で意思決定し、手
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順どおり支援活動に関する対応ができたと評価する。 

②「７．（２）ａ．（ａ）全社対策本部運営訓練」に示すとおり、事業部対策本部からの

支援要請に対し、事業部対策本部の機能班と調整して必要な支援が実施できたと評価

する。 

上記のとおり、いずれの検証項目についても問題なく実施できたことから、事業部対策

本部の支援については、目標は達成できたと評価する。 

 （７）「新情報共有システムを用いて情報共有ができること」 

評  価：「７．（２）ａ．（ｂ）ＥＲＣ対応訓練」に示すとおり、ＥＲＣプラント班へ説明が必要な

対策活動の実施状況、質問事項および回答は情報共有システムにより、不備なくリアル

タイムに情報共有することができたことから目標は概ね達成できたと評価する。 

ただし、情報共有システムの信頼性について改善が必要と評価する。 

[１０．№２ 情報共有システムの信頼性に関する改善 参照] 
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１０．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

今回の訓練において、抽出した主な改善点は以下のとおりである。 

 

【事業部対策本部】 

No. 今回の総合訓練において抽出した主な改善点 対策 
１ ＮＭＣＣとの情報共有に関する改善 

【問題】 

通報文およびホットラインを用いたＥＡＬ

および施設の情報提供は問題なくできていた。 

しかし、ブリーフィング後に送付する運用と

していたＣＯＰ等資料について、ＮＭＣＣから

送付要求があってから送付しており、速やかな

送付ができなかった。 

また、ブリーフィング後に未更新のＣＯＰ等 

資料を送付した。 

 

【課題】 

①ブリーフィング終了後、ＮＭＣＣへ速やかに

ＣＯＰ等資料の送付ができること。 

②ブリーフィング終了後、ＮＭＣＣへ送付する 

ＣＯＰ等資料について、最新情報であるこ 

と。 

 

【原因】 

①運転管理班のＮＭＣＣ担当者（以下、「担当者

Ａ」という。）は、ＮＭＣＣに係る情報を事業

部対策本部へ報告するための資料確認対応

に追われ、ブリーフィング後速やかにＣＯＰ

等資料を送付できなかった。 

②担当者Ａは、ＣＯＰ等資料を送付すれば良い 

と考え、ＮＭＣＣに対し訓練開始時のＣＯＰ 

等資料を未更新のまま送付し続けた。 

また、送付にあたりＣＯＰ等資料を班内で事

前確認するルールがなかったため、未更新の

ＣＯＰ等資料に気づかず送付した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

①担当者Ａの業務集中を緩和するため、業務量 

に応じた要員を配置する。また、個別訓練に 

て習熟を図る。 

 

 

②ＮＭＣＣへのＣＯＰ等資料の送付前に、ＣＯ 

Ｐ等資料が最新版であることをデータベー 

スの更新状況により班内で事前確認する。 

確認に係るチェックシートを作成し、運用マ 

ニュアルに定める。 

 

 なお、上記①、②の対策を実施するとともに、

ＮＭＣＣとの情報共有については、相互に調

整しつつ今後も継続して改善を図っていく。 
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【全社対策本部】 

No. 今回の総合訓練において抽出した主な改善点 対策 
2 情報共有システムの信頼性に関する改善 

【問題】 

①再処理事業部緊急時対策所において通信ネ

ットワークが使用できなくなる時間帯があ

った。 

②電話等の代替手段を用いて情報共有はでき

ていたものの、情報共有システムのＱＡデー

タベースが使用困難な時間帯があった。 

 

【課題】 

同時発災などにより、多人数が情報共有シス

テムを利用しても不備なく使用できること。 

 

【原因】 

①緊急時に使用する情報共有システムが、通常

業務で使用するものと同一の通信ネットワ

ークを用いていた。また、帯域不足もあり回

線輻輳が発生した。 

②情報共有システム更新の際、様々な使用方法

を想定した確認テストを実施しなかったた

め、バグ防止プログラムが適用されていない

ことに気づかなかった。その結果、システム

には既知のバグが残っており正常に動作し

なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

①ネットワーク接続構成を変更し、通常業務で

発生する通信が緊急時に使用する通信に影

響を与えないようにする。また、通信ネット

ワークの帯域増強を実施する。 

②情報共有システムの受入検査時および更新

時には、様々な使用方法を想定した確認テス

トを実施するとともに、個別訓練などによる

検証を実施する。 

 

※ 事業部対策本部で確認された改善事項であるが、事実確認による原因および全社大に係る改善点で

あるため、全社対策本部での対応とする。 

以 上 


